
に
沿
っ
て
新
規
要
望
を
取
り
ま
と
め
た
。

第
１
の
柱
は
、「
Ｇ
Ｘ
・
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
エ
コ
ノ

ミ
ー（
Ｃ
Ｅ
）」
で
あ
る
。
２
０
５
０
年
カ
ー
ボ
ン
ニ

ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現
に
向
け
て
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
や
低
炭
素
技
術
の
普
及
促
進
と
と
も
に
、
水
素

や
バ
イ
オ
メ
タ
ン
の
利
用
拡
大
に
資
す
る
規
制
・
制

度
改
革
な
ど
を
取
り
上
げ
た
。
ま
た
、
サ
ス
テ
イ
ナ

ブ
ル
な
経
済
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
Ｃ
Ｅ
に
か
か

る
取
り
組
み
と
し
て
、
廃
棄
物
処
理
の
効
率
化
に
向

け
た
制
度
整
備
な
ど
を
求
め
た
。

第
２
の
柱
は
、「
Ｄ
Ｘ
」
で
あ
る
。
現
在
、
政
府

は
、
デ
ジ
タ
ル
改
革
に
向
け
た
集
中
期
間
と
し
て
取

り
組
み
を
加
速
し
て
い
る
が
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
は
日

進
月
歩
で
進
化
を
遂
げ
て
い
る
た
め
、
関
連
す
る
規

制
・
制
度
の
不
断
の
改
革
が
欠
か
せ
な
い
。
提
言
で

は
、
人
手
不
足
が
深
刻
化
し
て
い
る
運
送
事
業
な
ど

の
課
題
解
決
に
向
け
た
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
や
、

同
一
書
類
を
何
度
も
提
出
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
と

い
っ
た
、
デ
ジ
タ
ル
完
結
が
進
ん
で
い
な
い
相
続
関

連
手
続
き
の
改
善
な
ど
を
要
望
し
て
い
る
。

第
３
の
柱
は
、
経
済
社
会
の
支
え
手
で
あ
る
「
人

の
活
躍
」
で
あ
る
。
働
き
手
一
人
ひ
と
り
の
個
性
や

強
み
を
最
大
限
発
揮
で
き
る
よ
う
、
多
様
な
人
材
の

活
躍
に
資
す
る
制
度
改
革
を
断
行
し
、
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
に
つ
な
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
提
言
で
は
、

副
業
・
兼
業
の
推
進
や
、
仕
事
と
介
護
等
と
の
両
立

に
資
す
る
、
働
き
手
の
自
律
性
を
重
視
し
た
柔
軟
な

働
き
方
の
実
現
を
取
り
上
げ
た
。

わ
が
国
産
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に

お
け
る
デ
ジ
タ
ル
化
の
加
速
や
気
候
変
動
問
題
へ
の

対
応
な
ど
を
め
ぐ
り
、
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
と

り
わ
け
、
グ
リ
ー
ン
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン

（
Ｇ
Ｘ
）や
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン

（
Ｄ
Ｘ
）は
、
企
業
の
事
業
活
動
を
抜
本
的
に
変
え
る

ゲ
ー
ム
チ
ェ
ン
ジ
ャ
ー
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

企
業
が
こ
の
ゲ
ー
ム
チ
ェ
ン
ジ
に
適
切
に
対
応
し
、

日
本
経
済
に
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
、

技
術
進
歩
や
経
済
社
会
の
変
化
に
迅
速
に
対
応
で
き

ず
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
規
制
・
制
度
を
、
ス
ピ
ー
ド

感
を
も
っ
て
見
直
す
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。

こ
う
し
た
考
え
方
の
も
と
、
経
団
連
は
、
２
０
２

３
年
度
も
全
会
員
企
業
・
団
体
に
規
制
改
革
提
案
調

査
を
実
施
し
、
得
ら
れ
た
約
２
４
０
件
の
回
答
な
ど

を
踏
ま
え
て
70
項
目
に
及
ぶ
規
制
改
革
要
望
を
取
り

ま
と
め
、
政
府
に
提
言
し
た
。
本
提
言
は
、
①
２
０

２
２
年
度
要
望
の
積
み
残
し
を
更
新
し
た
う
え
で
再

提
出
を
行
う
要
望
、
②
２
０
２
３
年
度
の
新
規
要
望

─
の
大
き
く
二
つ
の
類
型
で
構
成
さ
れ
る（
図

表
）。本

稿
で
は
、
そ
の
う
ち
２
０
２
３
年
度
新
規
要
望

の
概
要
を
紹
介
し
た
い
。

企
業
が
ゲ
ー
ム
チ
ェ
ン
ジ
に
対
応
す
る

た
め
の
規
制
・
制
度
改
革

２
０
２
３
年
度
は
、
日
本
経
済
に
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

を
取
り
戻
す
た
め
の
規
制
改
革
と
し
て
、
四
つ
の
柱

時
ときた
田隆

たかひと
仁

審議員会副議長
行政改革推進委員長
富士通社長

筒
つつい
井義

よしのぶ
信

副会長
行政改革推進委員長
日本生命保険会長

日本経済に
ダイナミズムを
取り戻す
─２０２３年度規制改革要望

を公表

提
言
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図表 2023年度規制改革要望概要
Ⅰ．基本的考え方

➢ デジタル化の急進や気候変動の深刻化で、わが国産業を取り巻く環境は大きく変化。
GX・DXという企業の事業活動を抜本的に変えるゲームチェンジに適切に対応する
ためには、時代にそぐわない規制・制度をスピード感をもって見直すことが不可欠

➢ そこで、GX・CE、DX、人の活躍、成長産業の振興（ヘルスケア・バイオ、モビリ
ティ）を柱に規制改革要望を取りまとめ

Ⅱ．2022年度要望（更新・再提出）４項目（No.１～４）

Ⅲ．2023年度要望（新規） 66項目

No.5 圧縮水素スタンドによって充填可能な容器
の対象拡大

No.6 水素・バイオメタン製造装置に対する規制
緩和

No.16 資源循環を目的とした異なる自治体をまたぐ複
数の現場や事業場からの廃棄物回収の円滑化

１．GX・CE（No.5～21）

２．DX（No.22～36）

３．人の活躍（No.37～48）

４．成長産業の振興（No.49～70）

No.37 副業・兼業の推進に向けた割増賃金規制の
見直し

No.38 介護の両立支援等に資する、深夜労働の割
増賃金規制の見直し

No.39 安全運転管理者等が行う点呼の遠隔実施お
よび外部委託の明確化

No.22 運送事業におけるデジタルタコグラフ普及
に向けた技術基準の見直し

No.24 死亡・相続にかかる手続きのデジタル完結
No.25 自筆証書遺言の作成手段および形式の追加的

容認

No.49 オンライン服薬指導の要件緩和
No.68 自動車の保管場所標章の撤廃 等

河野大臣（右）への建議（2023年10月11日）

可
欠
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
企
業
が
創
意
工
夫
を
活

か
せ
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
の
規
制
・
制
度
改
革

を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
提
言
で
は
、
オ
ン
ラ

イ
ン
で
の
服
薬
指
導
を
推
進
す
る
た
め
処
方
箋
の
取

り
扱
い
に
か
か
る
要
件
緩
和
や
、
自
動
車
ユ
ー
ザ
ー

の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
保
管
場
所
標
章
の
撤

あ
る
規
制
改
革
推
進
会
議
に
お
い
て
具
体
的
な
規
制

改
革
の
議
論
が
進
ん
で
い
く
中
で
、
経
団
連
と
し
て

は
、
本
提
言
に
掲
げ
た
要
望
が
一
つ
で
も
多
く
実
現

す
る
よ
う
、
政
府
へ
の
働
き
か
け
を
よ
り
一
層
強
化

し
て
い
き
た
い
。

行
政
改
革
推
進
委
員
会
で
は
、
今
後
も
会
員
企
業

の
皆
さ
ま
の
声
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
必
要
な
規
制

改
革
を
提
言
し
て
い
く
。
引
き
続
き
ご
理
解
と
ご
支

援
を
お
願
い
し
た
い
。

第
４
の
柱
は
、「
成
長
産
業
の
振
興
」
で
あ
る
。

特
に
「
ヘ
ル
ス
ケ
ア
・
バ
イ
オ
」
と
「
モ
ビ
リ
テ
ィ
」

の
分
野
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
わ
が
国
の
産
業
の
国

際
競
争
力
を
強
化
し
、
新
た
な
価
値
の
創
造
に
よ
っ

て
力
強
い
経
済
成
長
を
遂
げ
る
た
め
に
は
、
今
後
の

日
本
経
済
を
牽
引
す
る
こ
う
し
た
産
業
の
育
成
が
不

廃
な
ど
を
求
め
て
い
る
。

こ
れ
ら
四
つ
の
柱
は
、
い
ず
れ
も
産
業

競
争
力
の
強
化
や
成
長
分
野
へ
の
投
資
拡

大
に
資
す
る
取
り
組
み
で
あ
り
、
日
本
経

済
に
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
取
り
戻
す
た
め
の

有
効
な
方
策
で
あ
る
と
考
え
る
。
経
団
連

は
、
規
制
・
制
度
改
革
に
よ
っ
て
イ
ノ
ベ

ー
シ
ョ
ン
の
社
会
実
装
を
加
速
し
、
得
ら

れ
た
成
長
の
果
実
の
適
正
な
分
配
を
通
じ

て
、「
成
長
と
分
配
の
好
循
環
」
を
実
現

し
、
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
な
資
本
主
義
を
実

践
し
て
い
く
。

さ
ら
な
る
規
制
改
革
の

推
進
に
向
け
て

本
提
言
の
公
表
後
、
河
野
太
郎
内
閣
府

特
命
担
当
大
臣（
規
制
改
革
）に
提
言
を
建

議
し
た
。
大
臣
か
ら
は
、
経
済
界
と
連
携

し
て
、
規
制
改
革
要
望
に
「
し
っ
か
り
対

応
し
て
い
き
た
い
」
と
の
力
強
い
発
言
を

い
た
だ
い
た
。

今
後
、
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
機
関
で
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